
平成１８年度 包括外部監査（監査対象：都市計画総局）

指摘の概要 措置内容 措置状況

再開発事業の財務に関する事務の執行及び経営に

関する事業の管理

第 3 章 包括外部監査の結果及び意見 

Ⅱ 六甲道駅南地区再開発事業

９ 賃貸の管理状況と説明責任の遂行について（報

告書 63 頁～66 頁） 

② 再開発事業の竣工から現在までの売却収入及び

賃貸収入の実績について

 再開発事業の財政上のスキームは，保留床売却

代金で事業資金を回収することを基本としていま

す。

 再開発事業はかなり莫大な事業資金を必要とす

る事業であり，事業資金の回収予定が当初計画と

比較して延長したり，税金を投入して事業資金を

支払う場合は，適時，市民に情報を公表し，現状

と今後の資金回収予定を具体的に説明し，市民の

十分な理解を得る必要があります。

指摘後、平成 19 年度に事業収支

の確定ならびに事業の事後評価を行

い、同年 12 月 3 日の神戸市会都市

消防委員会でその結果を報告した。 

措置済 

③ 神戸市事務事業外部評価委員会の指摘について

 『平成 17 年度 神戸市事務事業外部評価委員

会報告書』において，神戸市所有の住宅及び店舗

処分・賃貸業務並びに駐車場運営業務をおこなう

再開発ビル管理事業について，「現状で継続する

事務事業だが，さらなる説明責任を果たしていく

必要がある。」との指摘がなされています。

 神戸市では，平成 15 年度から 17 年度まで

の 3 ヵ年で全事務事業の評価を行うことを目標

として取り組み，当該事業は平成 15・16 年度

に評価した 765 事業のうち，抜本的見直しを検

討すべきと指摘された 114 事業（①時代適合性,

有効性が不適格又はやや不適格である事務事業，

②時代適合性,補完性,効率性が不適格である事務

事業）の一つで，平成 15 年度作成の事務事業

評価シートは以下のとおりでした。

 当該報告書の指摘を受け，上記「(3) 監査の結

果②再開発事業の竣工から現在までの売却収入及

び賃貸収入の実績について」で指摘した内容を含

指摘後、平成 19 年度に事業収支

の確定ならびに事業の事後評価を行

い、同年 12 月 3 日の神戸市会都市

消防委員会でその結果を報告した。 

措置済 
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めて，再開発事業全般(検討プロセスや当該事業

の目的，必要性，役割，効果等)について市民に

わかりやすく説明する必要があります。 

Ⅲ 新長田駅南地区再開発事業  

４ 業者の選定，契約事務（契約管理も含む）につ

いて（報告書 78 頁～81 頁）  

施設管理業務は，都市計画総局が所管する商業

施設駐車場についてその管理業務を委託するもの

です。「アスタくにづか駐車場」および「アスタ

プラザ駐車場」が委託対象です。業務内容は駐車

料金の徴収，車両の出入り統制等で，契約期間は 

1 年間です。委託先は新長田まちづくり㈱で，契

約金額は 96,745 千円となっています。この施設

管理業務委託には改善すべきと考えられる点が以

下の 3 点あると考えます。  

① 随意契約の是非  

都市計画総局委託事務審査委員会の議案書で

は，まちづくり会社を委託先として選定した理由

として，おおよそ再開発ビルの管理者として管理

事業に精通しており，かつ当該ビルの管理者であ

ることから一体的な管理運営が図れ，効率的な業

務の遂行が可能である，という趣旨のことが記載

されています。  

この委託理由には頷ける部分もありますが，し

かし果たして随意契約でまちづくり会社に委託す

るしか道がなかったのか，民間の専門業者と委託

契約することも可能であったのではないか，と疑

問が残るところです。市側の説明では，テナント

の入居率の悪さもあり，人が集まらないため民間

業者ではペイできず公募しても応募してこないだ

ろう，との事でした。しかし委託料の決め方は，

人件費，光熱水費等の見積額と委託手数料との合

計で決定され，人件費等は実費精算ですが委託手

数料は駐車場料金収入見込額の 2.5％～1％（収

入見込額の総額によって料率がかわります）と

なっており，委託により必ず利益が出る契約と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 随意契約の是非 

② 精算内容のチェック 

③ 駐車場の損益状況 

 
アスタくにづか及びアスタプラ

ザ駐車場については、事業進捗に

より順次再開発ビルが竣工するこ

と等に伴い、駐車場需要も変動す

ることから平成 21 年度までは、委

託管理方式による管理運営とし委

託料については、年度単位で見直

し（平成 20 年度￥86,261 千円⇒

平成 21 年度￥66,869 千円）を行

うとともに、執行額のチェックに

基づく精算（平成 20 年度￥1,728

千円、平成 21 年度￥1,123 千円戻

入）を行ってきた。 

その後の事業進捗に伴い、商業

床や市所有床の規模がほぼ固定化

したこと等を受け、平成 22 年度に

は、市所有床である商業業務床と
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なっています。収入見込額が多くなれば委託料率

は下がっていきますが，しかし民間でも参入して

くる可能性はあるのではないのでしょうか。神戸

市では随意契約を行うのは非常に限定された場合

に限られており，当該契約が果たしてこの基準に

当てはまるのか疑問のあるところです。既に述べ

ましたが，六甲道駅南地区では神戸市都市整備公

社への管理委託から民間業者への賃借方式に変更

し，大きな損益収支の改善が実現しました。後で

述べるように現在のところ当該駐車場の神戸市と

しての損益状況は非常に悪くなっていますので，

民間業者に賃借し専門業者のノウハウを利用して

回転率を上げるよう努力することも検討すべきで

はないかと考えます。 

 

合わせて、商業業務床テナント賃

料と駐車場利用料に基づく固定＋

歩合賃料による賃貸借（サブリー

ス）契約へと移行した。 

その間、管理運営者において

は、案内サイン整備等の利用増進

を図ってきている。 

現在は、平成 25 年度に策定した

再開発ビル保留床管理運営ガイド

ライン等に基づき、民間事業者を

含めた一般公募の実施について、

検討を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 精算内容のチェック  

    委託契約書に付随している「委託明細」では委

託手数料のほかに人件費，光熱水費，施設維持管

理費，その他物件費の見積額が記載されており，

委託契約書では委託期間終了後，これらの費用は

精算報告書に基づいて精算を行い，余剰金が生じ

た場合は速やかに返還しなければならないとなっ

ています。  

   「施設維持管理費」の中身は清掃費，外注人件

費等，また「その他物件費」の中身は印刷費等で

す。今回の契約ではこれらの経費合計は委託前の

見積りでは合計 93,676 千円であり，委託期間終

了後の精算報告書でも「当初見積」と「執行金

額」とは各経費とも全く同額で，合計 93,676 

千円，精算額は 0 となっています。経費，例え

ば光熱水費が当初見積もり金額と実績額とが 1 

円の狂いもなく同額というのは通常考えられない

ことであり，これは実質固定経費となっているの

ではないか，と考えざるを得ないところです。  

    しかし市側は当該経費の実績額が正確かどう

か，ということのチェック（例えば支出経費一覧

 

上記の通り 
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表の入手，および領収書とのサンプルチェック

等）は全く行っておりません。精算額の多寡は神

戸市の収入に直接影響してくるものですので，全

部は無理でも最低限のチェックは行うべきである

と考えます。  

    また委託手数料も「委託明細」では「駐車場料

金等収入見込額」に手数料率をかけたものと規定

されていますが，この「駐車場料金等収入見込

額」は実は駐車場開設時の当初見積り額（204 百

万円）のまま固定されており，現在の実績（45 

百万円）はその当初見積額より大幅に下回ってい

ますが見直されていません。契約書上には収入見

込額は毎年（又は定期的）に見直す，という事項

は入っていませんが，通常は見直すべきものと考

えられます。もし実績にあわせると利益部分が低

くなりすぎるというのならば契約で手数料率を上

げるという方法もあります。  

    当契約のように駐車場の収入実績にかかわらず

手数料率も経費額も実質一定であるならば，駐車

場の回転率を上げようというモチベーションが働

く余地がありません。確かに駐車場の回転率はテ

ナントの入居率に影響される部分は大きいです

が，それでも回転率を上げる工夫の余地は残され

ていると考えられます。これは委託契約方式を続

けるならば委託手数料の算定方法を年度の収入実

績額を基に計算することで改善できるのではない

かと考えます（当初委託予算額は収入見込額で計

算せざるを得ませんが）。 

更には委託契約ではなく（民間も検討対象に加え

た）賃借契約に切り替え，受託側で収入の増加，

経費節減のメリットが全て享受できるような契約

に変更することが必要であると考えます。  
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③ 駐車場の損益状況  

    新長田駅南地区の駐車場（3 番館，プラザウエ

スト）はテナントの入居率の悪さもあり，損益状

況が当初計画に比べ非常に悪くなっています。平

成 17 年度では支出項目として管理手数料 96 百

万円，その他経費として 64 百万円の計 161 百

万円に対し，収入は 45 百万円にとどまってお

り，差引 115 百万円の赤字となっています。当

初計画では収入は 204 百万円の見込でした。  

    市側では「平成 19 年 3 月末にプラザイース

トの駐車場が完成すれば入庫が便利になり，また

イーストには店舗も入るので収入アップが見込め

る。」としていますが，これはあくまで予想にと

どまり説得力に乏しいのではないでしょうか。空

床の解消率と整合性の取れた駐車場収入及び損益

の将来計画（3 年程度）を立て，この赤字を解消

するように経費削減の方策を立てることが必要で

あると考えます。委託契約では当初の委託金額を

算定するために駐車場料金等収入見込額を算定す

ることが必要ですので，この見込年数を少し伸ば

せば収入見込の算定は手続き的にはそう困難は無

いと考えます。また支出側も上記①，②の様な方

策，及びその他の一般的な経費節減の方策を織り

込んで計画を立て，実績と計画との乖離状況の

チェックを行って赤字の解消を計画的に図ってゆ

くことが望ましいと考えます。  
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